
別紙 

新   旧   対   照   表 
 

1 

改  正  後 改  正  前 

 

１ （省 略） 

 

２ （省 略） 

 

３ ファイルの仕様 

ファイル名は、法定資料の種類ごとに、次の表に掲げるとおり記録する。  

(1)、(2) （省 略）    

(3) 租税特別措置法に規定する法定資料 

法定資料の名称 参考法令 ファイル名 

(49) ～ (52) （省 略） 

(53) 非課税口座年間取引報告書・未成年者口座年間取引報告書 措置法施行規則・別表七（三） 387dat**.txt 

(4) （省 略） 

 

４ （省 略） 

 

５ （省 略） 

 

６ （省 略） 

 

７ （省 略） 

 

８ （省 略） 

 

１ （同 左） 

 

２ （同 左） 

 

３ ファイルの仕様 

ファイル名は、法定資料の種類ごとに、次の表に掲げるとおり記録する。  

(1)、(2) （同 左） 

(3) 租税特別措置法に規定する法定資料 

法定資料の名称 参考法令 ファイル名 

(49) ～ (52) （同 左） 

(53) 非課税口座年間取引報告書・未成年者口座年間取引報告書 措置法施行規則・別表七（三） 384dat**.txt 

(4) （同 左） 

 

４ （同 左） 

 

５ （同 左） 

 

６ （同 左） 

 

７ （同 左） 

 

８ （同 左） 

 



新   旧   対   照   表 
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改  正  後 改  正  前 

○ レコードの内容及び記録要領 

(1) ～（31） （省 略） 

 

(32) 給与所得の源泉徴収票（表中アンダーライン省略） 

 

  

○ レコードの内容及び記録要領 

(1) ～（31） （同 左） 

 

(32) 給与所得の源泉徴収票（表中アンダーライン省略） 

 

 



新   旧   対   照   表 
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改  正  後 改  正  前 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新   旧   対   照   表 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新   旧   対   照   表 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新   旧   対   照   表 
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改  正  後 改  正  前 

 

 (33) （省 略） 

 

(34) 公的年金等の源泉徴収票（表中アンダーライン省略） 

 

 

 

 

 (33) （同 左） 

 

(34) 公的年金等の源泉徴収票（表中アンダーライン省略） 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新   旧   対   照   表 
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改  正  後 改  正  前 

 

(35) ～ (52) （省 略） 

 

(53) 非課税口座年間取引報告書・未成年者口座年間取引報告書（表中アンダーライン省略） 

 

 

 

(35) ～ (52) （同 左） 

 

(53)  非課税口座年間取引報告書・未成年者口座年間取引報告書（表中アンダーライン省略） 

 

 



新   旧   対   照   表 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新   旧   対   照   表 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新   旧   対   照   表 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新   旧   対   照   表 
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改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 (54) 、 (55) （省 略） 

 

 

 

 

 

(54) 、 (55) （同 左） 

 


